
島根県海岸保全基本計画検討委員会設置要綱 
 
（名 称） 

第１条 この委員会は、島根県海岸保全基本計画検討委員会（以下「委員会」という。）と称する。 

（目 的） 

第２条 委員会は、国が定める海岸保全基本方針の変更（令和２年（2020 年）11 月）に基づき、

島根沿岸・隠岐沿岸の海岸保全基本計画における気候変動の影響を考慮した海岸の保全

に関する基本的な事項、海岸保全施設の整備に関する基本的な事項について検討を行う

ことを目的とする。 

（構 成） 

第３条 委員会は、島根県知事が委嘱した委員により構成し、別表のとおりとする。 

（任 期） 

第４条 委員会の委員の任期は、令和８年（2026 年）９月３０日までとする。 

（委員長） 

第５条 委員会には、委員の互選により委員長を置くものとする。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。 

３ 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職を代理する。 

（会 議） 

第６条 委員会は、委員長が必要と認めるとき、これを招集する。 

２ 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見聴取をすることがで

きる。 

（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、島根県土木部港湾空港課に置く。 

（雑 則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

 

付 則 

この要綱は、令和８年２月１８日から施行する。  



別 表 

 

島根県海岸保全基本検討委員会委員名簿 

 

分 野 氏 名  所属・役職 備  考  

土質工学 河原
かわはら

 荘
そう

一郎
いちろう

 
松江工業高等専門学校 

環境・建設工学科・名誉教授 
 

海岸工学 黒岩
くろいわ

 正光
まさみつ

 鳥取大学工学部・教授  

地域のリスク 酒井
さ か い

 哲
てつ

弥
や

 島根大学総合理工学部・教授  

景観 井上
いのうえ

 悦子
え つ こ

 アトリエ マツダ・代表  

自然環境 佐藤
さ と う

 仁
ひと

志
し

 島根自然保護協会・理事  

 

 


